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感染症法・医薬品医療機器法
に関する資料
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【参考】

分類 実施できる措置等

一類感染症

・対人：入院（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

・交通制限等の措置が可能

二類感染症
・対人：入院（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

三類感染症
・対人：就業制限（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

四類感染症 ・動物への措置を含む消毒等の措置

五類感染症 ・国民や医療関係者への情報提供

新型インフルエンザ等感染症

・対人：入院（都道府県知事が必要と認めるとき）等

・対物：消毒等の措置

・政令により一類感染症相当の措置も可能

・感染したおそれのある者に対する健康状態報告要請、外出自粛要請 等

指定感染症

（※）

・一～三類感染症に準じた対人、対物措置

※政令で指定。一年で失効するが、一回に限り延長可。

新感染症
当初 厚生労働大臣が都道府県知事に対し、対応について個別に指導・助言

要件指定後 一類感染症に準じた対応

感染症法の対象となる感染症の概観とその措置
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感 染 症 類 型 感 染 症 の 疾 病 名 等

エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱一 類 感 染 症 【法 】

急性灰白髄炎,ジフテリア ,結核,二 類 感 染 症 ,重症急性呼吸器症候群 （病原体が SARSコ ロナウ イル スであ るものに限 る 。 ）【法 】
中 東呼吸器症候群 （病原体がＭ ＥＲ Ｓコロナウ イルスである ものに限 る 。 ） 鳥 インフルエンザ （病 原体がインフル エ,
ンザウイル ス Ａ属 インフル エンザ Ａウ イル スであ ってその血清亜型が Ｈ５Ｎ １又は H７ N ９であ る もの に限 る 。以下
「特 定鳥 イン フル エンザ 」とい う 。 ）

腸管出血性大腸菌感染症,コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス三 類 感 染 症 【法 】

Ｅ型肝炎,Ａ型肝炎,黄熱,Ｑ熱,狂犬病,炭疽,鳥インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）,ボツリヌス症,四 類 感 染 症 【法 】
マラリア,野兎病
ウエストナイル熱,エキノコックス症,オウム病,オムスク出血熱,回帰熱,キャサヌル森林病,コクシジオイデス症,【政 令 】

サル痘,ジカウイルス感染症,重症熱性血小板減少症候群（病原体がフレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスであるもの
に限る。）,腎症候性出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,チクングニア熱,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,ニ
パウイルス感染症,日本紅斑熱,日本脳炎,ハンタウイルス肺症候群,Ｂウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ
脳炎,ヘンドラウイルス感染症,発しんチフス,ライム病,リッサウイルス感染症,リフトバレー熱,類鼻疽,レジオネラ
症,レプトスピラ症,ロッキー山紅斑熱

インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）,ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及び五 類 感 染 症 【法 】
Ａ型肝炎を除く。）,クリプトスポリジウム症,後天性免疫不全症候群,性器クラミジア感染症,梅毒,麻しん,メチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌感染症
アメーバ赤痢,ＲＳウイルス感染症,咽頭結膜熱,Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎,カルバペネム耐性腸内細菌科細菌【省 令 】

感染症,感染性胃腸炎,急性出血性結膜炎,急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ
脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）,クラミジア肺炎（オウム病を除く。）,クロ
イツフェルト・ヤコブ病,劇症型溶血性レンサ球菌感染症,細菌性髄膜炎,ジアルジア症,侵襲性インフルエンザ菌感
染症,侵襲性髄膜炎菌感染症,侵襲性肺炎球菌感染症,水痘,性器ヘルペスウイルス感染症,尖圭コンジローマ,先天性
風しん症候群,手足口病,伝染性紅斑,突発性発しん,播種性クリプトコックス症,破傷風,バンコマイシン耐性黄色ブ
ドウ球菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,百日咳,風しん,ペニシリン耐性肺炎球菌感染症,へルパンギー
ナ,マイコプラズマ肺炎,無菌性髄膜炎,薬剤耐性アシネトバクター感染症,薬剤耐性緑膿菌感染症,流行性角結膜炎,
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）,淋菌感染症

（現在は該当なし） ※政令で指定。１年で失効するが、１回に限り延長可。指 定 感 染 症 【政 令 】

（現在は該当なし）新 感 染 症

新 型 イ ン フル 新型インフルエンザ ,再興型インフルエンザ【法 】
エ ン ザ 等
感 染 症

感染症法の対象となる感染症 201６年２月1５日現在
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参照条文 （感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律）

（疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用）
第八条 一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者につ
いては、それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症の患者とみなして、この法律の規定を適
用する。
２ 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足り
る正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律
の規定を適用する。
３ 一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有
者については、それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、
この法律の規定を適用する。

（物件に係る措置）
第二十九条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型イ
ンフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めると
きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑
いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制
限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止す
るために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
２ （略）
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参照条文 （医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）

（医薬品等の基準）
第四十二条 厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品に
つき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基
準を設けることができる。
２ 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧
品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に
関し、必要な基準を設けることができる。
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【参考】医療機器に関する42条基準

人工血管基準(昭和45年)
医療用接着剤基準(昭和45年)
医療用エックス線装置基準(平成13年)
人工呼吸器警報基準（平成13年）
視力補正用コンタクトレンズ基準(平成13年)
生物由来原料基準(平成15年)
非視力補正用コンタクトレンズ基準(平成21年)




